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１．契約の仕組み

（※1）「ローン・リースの自動車に関する保険料分割払特約」および「ローン・リースの自動車保険に関する特約 （保険料分割払方式）」がセットされます。

（※2）「保険契約締結に関する約定書」に基づいて契約関係が成り立っています。

トヨタファイナンス㈱のクレジットを利用し、

お車を購入されるお客さまに限りご加入できる

ダイハツならではの自動車保険

ダイハツ販売会社さまは、あいおいニッセイ同和損保の代理店
としてコンビにプランを取り扱います

保険契約者 トヨタファイナンス（株） （以下、TFC）

被保険者 TFCのクレジットを利用し、
お車を購入されたお客さま

引受保険会社 あいおいニッセイ同和損保

コンビにプランは、

の三者間契約



2．契約条件①

保険契約者 TFC

記名被保険者 TFCのクレジット契約者（車両購入者）

保険期間

お車のクレジット期間内、かつ2～5年の整数年で設定

払込方法

毎月定額の払込みとなり、クレジット支払金と合算で
お引落とし（ボーナス併用等はありません）



対象
制度商品

コンビにプラン対象制度商品は以下の通り

（※クレジット支払金の引落とし日は毎月2日に限る）

２．契約条件②

下記の場合はコンビにプラン対象外

① 納車日から２か月を超えて支払が開始する場合

② クレジット支払金の引落とし日が

毎月17日払の場合

注意点

集金保証 ダイハツクレジット集金保証（新車・中古車）

ワンダフルクレジット（新車・中古車）
※25年7月時点



クレジット支払額 月々3,000円以上

クレジット支払回数 24回以上（隔月の場合は13回以上）

クレジット元本額 10万円以上

保険料払込額
月々1,000円以上（事務委託手数料※を含む）

※保険料相当額の2.1％

2．契約条件③



始期日

新規 納車日

継続 前契約の満期日

初回払込日

始期日によって原則以下のとおり設定

クレジットの取扱販売会社さまとコンビにプランの取扱代理店さまは
必ず同一となります

２．契約条件④



新車ご購入時ならではの様々なメリット

メリット01  払込総額がお得！

●おクルマのクレジットと保険の

お得なコンビ

●１年契約の一般分割払（口座振替）を

ご継続した場合に比べて払込総額がお得

メリット02  払込は毎月定額！

●おクルマのクレジットのお支払いと

一緒に毎月定額でのお引落とし

●さらに、万一の事故の場合も保険期間満了

まで月々の払込額は変わりません

メリット03 お手続きはクレジットの
お手続きと同時で便利！

●ご契約の手続きは、お車購入時のクレジット

のお手続きと同時に1回で完了

●毎年の継続手続は不要

メリット04  まとめ割でお得！

●2台以上のおクルマをまとめて

ご契約いただくと、保険料を3～6%割引

※まとめ割の規定を満たす場合、適用可能

※コンビにプランは記名被保険者を契約者とみなす為、

コンビにプラン以外の契約とのまとめ割も可能

3．コンビにプランのメリット～お客さま～



3．コンビにプランのメリット～代理店～

ダイハツならではの提案を実現し、他社差別化！

メリット01  新規獲得の拡大に有効！

●保険料が一般分割払（口座振替）に比べて

お得であることを訴求

●ECUSの保険料試算ソフトを活用することで、

車両商談の中で違和感なく保険提案可能

メリット02  顧客の囲込み

（継続率アップ）に有効

●長期（２～５年）にわたって契約を固定化する

ことができますので、他代理店や通販等への

流出を防止でき、継続率アップにつながる

メリット03  割賦比率の向上!

●おクルマを購入されるすべてのお客さまに、

お得なコンビにプランに加入できるメリットを

ご案内することで、割賦比率が向上

メリット04  車両販売促進効果！

●スマパケをお客さまに提案することで

“ダイハツならでは”の提案が実現でき、

他社差別化が可能



４.スマートカーライフパッケージ

ダイハツならではのあんしんお得なパッケージ

「スマートカーライフパッケージ」

選べる支払方法 保険

プレゼント保証

車検

TS CUBIC CARD



5-1．加入方法～オフラインソフトコンビに専用見積もり～

ECUSオフラインソフト
①コンビに試算画面 ＞コンビに比較ボタンを押下

支払方法は
こちらのボタンで
切替可能

①



5-1．加入方法～オフラインソフトコンビに専用見積もり～

②コンビにプラン保険料比較画面

「コンビにプラン」と「1年契約を毎年継続した場合」を比較 ＞「専用見積書」ボタンを押下

「コンビにプラン」専用見積書の完成

②

お客さま名等入力



コンビにプラン専用見積書を出力しただけでは、見積もりデータが保存されないため、

下記手順にて見積データの保存を実施してください

注意点

①見積書作成ボタンを押下 ②保存したいデータを「印刷する」で選択

＞見積書印刷ボタンを押下

「保存ボタン」

もしくは

「印刷ボタン」

を押下してください

5-1．加入方法～オフラインソフトコンビに専用見積もり～

③各メーカーシステムへ

画面遷移後



5-2. 加入方法～DLWeb見積もり～

01 保険期間を2～5年で設定

02 継続手続特約は「セットしない」

03 払込方法は「コンビに」

04 払込特約は選択しない

コンビにプラン見積もり作成 かんたん4ステップ

01

02

03 04

コンビにプランで作成すると
契約者情報が自動的に

TFCになります



5-3.加入方法～提案・申込書作成～

クレジット申込を一旦、「保険なし」で車両の与信を取得
※後から「変更再申込」で保険込みの与信取得が可能です

（補償内容が決まっている場合は保険ありで与信取得してもOK）

パンフレットや見積書を活用し、お客さまへ提案を実施STEP1

STEP2



5-3.加入方法～提案・申込書作成～

車両の登録後、DLWebオンラインにて1パターン申込書を作成

保険料計算＞コンビに欄に必要項目を入力

始期日に応じて設定

承認番号取得日

※現タイミングでは

取得予定日

STEP３

承認番号はブランク

チェック



5-3.加入方法～提案・申込書作成～

「割賦WEB連携」ボタンを押下することで、J-PASSへの連携を実行

01 申込書を印刷・PDFを×で閉じる

02 を押下

STEP４

割賦WEB連携PDFを閉じると
割賦WEB連携ボタン

が出てきます
J-PASS連携



J-PASSにて承認番号取得後、与信番号を控えたのち、

契約手続画面にて手続き状況が「未」であることを確認

01

J-PASSにて与信申込手続き

を実施

5-3.加入方法～提案・申込書作成～

STEP５

02 03

J-PASSにて該当の受付番号を

選択し、承認番号を控える

契約手続画面にて手続き状況が

「未」であることを確認

【当日承認分】
「審査状況確認(当日分)」

【当日以前分】
「お申込一覧(変更再申込)」

をクリック



5-3.加入方法～提案・申込書作成～

AdvansにてDLWebを立ち上げ、与信承認番号を入力、加入依頼書

区分を2～5枚目（申込書）に変更し、かんたんモードボタンを押下

STEP6

入力誤りに注意

2～5枚目（申込書）に
変更

かんたんモードボタンを押下すると

注意ポップが出てきます

①記名被保険者氏名カナ

②記名被保険者生年月日

③記名被保険者電話番号

がJ-PASSの申込情報と

一致しているか

確認ください

注意点



5-3.加入方法～提案・申込書作成～

かんたんモードでコンビにプランの約定書・重要事項をご確認いただき、

申込手続きを実施

STEP7

コンビにプラン重要事項説明書



5-3.加入方法～提案・申込書作成～

かんたんモードで「加入契約手続完了」ボタンを押下することでJ-PASSへ

の連携を実行し、加入契約書データをJ-PASSへ送信。J-PASSのデータ

受け取り完了を確認して「とじる」ボタンを押下

01 加入依頼書を印刷しお客さまへ手交

03 受取り完了を確認し、「とじる」を押下

STEP8

02 「加入手続き完了」を押下

ムーヴ

LA150S



5-3.加入方法～提案・申込書作成～

arclinkで電子契約手続きを行った契約書をTFCへ送信

（事前にAdvansの受注承認が必要）

01 J-PASSからarclinkへ遷移 02
申請する商品にチェックをつけ、「申請」
をクリック

申請後、
「店舗承認者手続中」
になれば申請完了

STEP9



5-3.加入方法～提案・申込書作成～

手続き時の詳細な画面遷移や注意事項については、

コンビにプラン加入依頼書ペーパーレス手続き

マニュアル等をご確認ください

コンビにプラン加入依頼書ペーパーレス手続きマニュアル クレジット一体型保険手順書（TFC社提供）



ご契約の形態 添付書類 確認書類 再チェック事項

純新規 ー ⚫ 車検証等 ー

複数所有新規 ー

⚫ 車検証等

⚫ 11等級以上の

ご契約の証券等

➢ 個人契約ですか?

➢ 2つのご契約の記名被保険者および車両

➢ 所有者は同一ですか？同一でない場合、複数所有新規

の引受基準を満たしていますか？

当社の契約を

解約して加入

ー

⚫ 車検証等

⚫ 前契約の

解約変更届出書

➢ 始期日は前契約の解約日から7日以内に

なっていますか？

➢ 代替前後のご契約の記名被保険者は同一ですか？

➢ 同一でない場合、等級継承可能な範囲内ですか？
当社以外の

保険会社の契約

を解約して加入

中断特則

を適応

中断

証明書
原本又はコピー

⚫ 車検証等
➢ 始期日は中断証明書の適用期限内ですか？

➢ 中断証明書に記載されている記名被保険者および車

両所有者は中断証明書の利用可能範囲内ですか？

5-4.加入方法～必要書類～

必ず前契約の解約変更届出書を確認し解約漏れを防止してください



5-5．加入方法 お客さまへの説明事項

01 解約時追加保険料

コンビにプランを解約する場合、始期日からの経過期間に応じて解約追加保険料

が発生し手続きの際はその追加保険料を一括支払いいただく必要があります

①保険期間と払込み開始月のズレ
による解約追加保険料

②通常契約と比較した際の平準化による

お得金額との差額分の解約追加保険料



再クレジット時車両入替

02 車両入替

原則として車両入替不可

※新たにTFCのクレジットにてお車を購入され、

一定の条件を満たす場合には、「再クレジット時車両入替」が可能

残保険料一括精算の手続きにより

契約者をお客さま名義として車両入替

コンビにプランを解約し、

コンビにプラン以外で再加入
OR

5-5．加入方法 お客さまへの説明事項

コンビにプラン

TFCのクレジット TFCのクレジット

「再クレジット時車両入替」を行わない場合は、下記どちらかの対応が必要

再クレジット時車両入替



5-5．加入方法 お客さまへの説明事項

04 クレジット契約の早期完済
クレジット契約の早期完済される際は、

コンビにプランについても速やかに下記の対応を実施してください
※再クレジット時車両入替の手続きをとる場合を除く

03 記名被保険者の変更

コンビにプランは、記名被保険者の変更不可

記名被保険者の変更をする場合は、下記2段階の契約内容変更が必要

①残保険料一括精算（契約者・被保険者はコンビにプラン被保険者）

②他の方へ名義変更手続き

未払込保険料の一括払込み

（残保険料一括精算）
解約OR



6．保険料引き落としサイクル

請求日 始期日
引落し

開始月

引落し

終了予定月

変更保険料

請求月

2日払

N月

1・2日

始期月の

１か月後
満期月

変更計上月の

2か月後

N月

3日～

始期月の

2か月後

満期月の

1か月後

コンビにプランは引落し開始は保険始期日により異なります

満期・解約後にも保険料請求が続く場合があります。お客さまへ保険料引落サイクルの説明を実施してください



7．再クレジット時車両入替

再クレジット時車両入替の条件8か条

１
ダイハツ販売会社さまにて ダイハツクレジット・ワンダフルクレジッ

トを利用し、新しいお車を購入

２
旧クレジット契約が完済・解約される前に

割賦承認番号を取得

3
新クレジット契約申込み時に、「保険あり（車両入替）」を

選択

４
新しいお車の新クレジット契約の最終回支払日以前に

「コンビにプラン」の 最終回払込日 がある



7．再クレジット時車両入替

5 入替前後 の「クレジット契約者」と「記名被保険者」が同一

6 旧クレジット契約を完済

7 「車両入替日（変更日）」= 「代替車両の納車日」 である

8 自動車保険の車両入替規定を満たすこと

再クレジット時車両入替の条件8か条



POINT

1

旧クレジット契約の完済前

に新クレジットの割賦承認

番号を取得

7-1．再クレジット時車両入替ポイント

POINT

2

POINT

3

旧クレジット契約の完済

が絶対条件

新旧クレジット契約が併存

する状態での車両入替

は不可

「コンビにプラン」の

最終回払込日は

新クレジットの最終回支

払日以前

ダイハツクレジット・ワンダフルクレジットを利
用してお車を買い替えされる場合、
クレジットの継続性が認められることで
コンビにプランの「再クレジット時車両入替」
の手続きが可能です。

注意点



7-2．再クレジット時車両入替～事務手続き～

STEP1
J-PASSにて新しい車両のクレジットを

「車両入替」として審査申込み・与信取得

クレジット一体型保険選択

『３．保険契約中（車両入替）』

を選択

STEP2
車両入替の契約内容変更届出書を作成・

計上 STEP1で取得した新クレジットの

承認番号を「割賦承認番号」欄に入力

01 02 STEP１で取得した１５桁の

割賦承認番号を入力



8．保険契約継続手続き

クレジット

期間内継続

クレジット

期間内継続

（残価型再分割）

コンビにプラン以外

の払込方法で継続

手続き

YES

NO

YES

NO

コンビにプランの払込み

が終了した時点で

クレジットの

支払い回数が24回以上

残っていますか？
「残価型割賦」の場合

最終回の支払方法を

24回以上で「再分割」

しますか

コンビにプラン契約の満期を迎えた際は、下記3つの継続手続き方法があります



8-1．クレジット期間内継続

60回（5年）

36回（3年） 24回（2年）

Ex.１

加入時にクレジット契約より短い保険期

間を設定された契約

Ex.2

保険期間中に再クレジット時車両入替を行

い、満期後もクレジットの支払期間が残る

契約

現在ご加入のコンビにプランの

最終払込日の3か月前～満期日の前日に申込・与信取得することが必要

コンビにプラン満期時に、クレジットの残支払回数が 24回以上の場合、

クレジット期間内継続が可能です

クレジット期間内継続

クレジット期間内継続



8-2．クレジット期間内継続【残価型再分割】

ご加入のコンビにプランの払込終了と同時に払込みが終了する

「残価型割賦」について、支払回数が24回以上の再分割を選択された場合、

クレジット期間内継続【残価型再分割】が可能です

■新しいおクルマにお乗り換え

■おクルマをご返却

■おクルマをお買い上げ

（一括ご精算・再クレジット）

現在ご加入のコンビにプランの

最終払込日の3か月前～2か月前に与信申込・与信取得することが必要

お客さまの選択

再クレジットで支払回数
24回以上を選択された

場合、
クレジット期間内継続
【残価型再分割】が可能



クレジット

≧コンビに期間

※2～5年で設定

コンビにプランの

満期日＝継続契約

の始期日

現在ご加入の

コンビにプランと

継続契約の

「ご契約のお車」

が同一

クレジットと

保険（継続契約）

の取扱販売会社

さまが同一

所定の期限内に

与信の取得を

行っていること

保険期間

始期日

車両

取扱代理店

与信取得

8-3．コンビにプラン継続手続きのポイント



8-3．コンビにプラン継続～事務手続きポイント～

クレジット支払回数は

継続時点からの回数を入力

契約区分は

「期間内継続」

保険申込書作成時のポイント



8-3．コンビにプラン継続～事務手続きポイント～

J-PASSの制度選択

は「保険継続」を選択

通常の保険継続か

再分割に伴う保険継続

のいずれかを確認・選択

J-PASSでの与信取得時のポイント



9．契約内容変更・ 解約/残保険料一括精算

TFCが口座請求額を変更・停止できるのは計上の翌々月から

計上

N月

口座請求額
変更・停止
N+２月

N+1
月

計上する月がずれると保険料差額が発生するため、
変更届出書を作成する際は計上予定月を指定して作成してください

POINT

■自動車 変更保険料計算画面

①計上予定月を変更

②自動設定ボタンを押下

※1か月以上先の日付を変更日とした変更届出書、1か月以上先の日付、または翌月の17日以降を解約日とした変更届出書は作成できません

解約や残保険料一括
精算の場合は

即時で差引決済額を
集金ください



9-1．残保険料一括精算

下記の場合は未払込保険料を一括で払い込む「残保険料一括精算」を実施

①おクルマのクレジットの早期完済やローンの解約

②コンビにプランの名義変更を行う場合

解約・残保険料一括精算の追加保険料を算出するための

最終入金年度回目には、基本的に お手続きの翌月の口座請求分を

設定します。 お客さまにとっては

「解約（残保険料一括精算）手続きが終わった後も口座請求が続く」

ことになりますので、あらかじめお客さまへ十分ご説明ください

残保険料一括精算とは

残期間の保険料を一括して払い込み、契約者をお客さま名義に変更して

保険契約を満期まで残すお手続き

残保険料一括精算の場合、

「新保険契約者ご署名欄」

にもお客さまのご署名が

必要です。

※法人の場合は押印



10.コンビにプランの保険料変更等

計上データ 例 対応方法

連携有

保険料の増減がある

契約内容変更 金額変更対応不要

※変更計上により自動的に振替額変更するため
解約

連携無

（＊）

コンビにプランの取消・再計上
『「クレジット一体型保険」加入契約変更（訂正）

依頼書』にて保険料訂正の手続きTFCの加入契約金額（与信取得金額）

が誤っていて訂正を行う場合

コンビにプランの取消
『「クレジット一体型保険」加入契約取消依頼書』に

て取消手続き

＊TFCが受入前の場合は与信承認の取消・再取得を実施（保険承認番号が変わります）

コンビにプランは契約内容変更の計上データの連携によって口座振替額を変更します



10-1.計上連携がない場合のコンビにプランの保険料変更

個人はフルネームで自署

法人は記名・押印

営業スタッフの押印

誤記入時の修正方法

以下の各項目の修正には

営業スタッフ訂正印が必要です。

■納車日（保険始期日）

■支払期間

■月額増減（保険料・事務手数料・振替額）

「クレジット一体型保険」加入契約変更（訂正）依頼書を作成し、

あいおいニッセイ同和損保へ提出



10-2. コンビにプランの取消

取消内容を記載

※お客さま署名不要

「クレジット一体型保険」取消はJ-PASS画面「契約内容変更」画面より登録

※お車の割賦契約分も併せて実施 ※コンビにプランのみの取消不可

01 02 03

04

契約内容変更を押下 一体型保険契約解除を押下 契約番号以下を入力

各項目入力後、確認ボタン押下し
OKボタン押下



10-2. コンビにプランの取消

取消内容を記載

※お客さま署名不要

販売会社の必須項目を入力

トヨタファイナンスへFAX

（FAX ： 0077-200-00）

し原本を送付

※送付先は貴社本社へお問い合わせください

「クレジット一体型保険」加入契約取消依頼書をTFCへ提出

※お車の割賦契約分の「クレジット契約解除（キャンセル）申請書」も併せて実施

＜参考＞ 「クレジット一体型保険」加入契約取消依頼書を使用する場合



11. 強制解約

お客さまよりTFCに期限内に振替不能分等のお支払いがなかった場合等に

契約者であるTFCからの申し出によって、コンビにプランが解約されること

強制解約とは

振替不能等や強制解約の

情報は、TFCが保有する

個人情報であるため、

販売会社には非開示

強制解約に伴い発生する

解約時追加保険料は、

TFCからお客さまに、

振替不能分等とあわせて

請求

契約者による

任意解約のため、

条件を満たす場合には、

一定期間内ノンフリート

等級の継承が可能

１ 2 3

変更・解約日>強制解約日となった場合、

指定日で強制解約を実施（変更・解約は取消）となります

解約の際は「コンビにプラン」解約時のご注意チラシを活用し、

「お客さまのご指定の解約日とならない場合がある」ことを必ずご説明

のうえ、チラシを手渡してください。



お得で便利な
コンビにプランの推進を
お願いいたします


